
「令和７年 年末の交通安全県民運動」 
 

⾧崎県交通安全推進県民協議会会⾧（県知事）から、
令和７年年末の交通安全県民運動が実施される旨の通知
がありました。 

運動の期間・重点事項等は、以下の実施要綱をご確認
ください。 

⾧崎県内から交通事故を一件でも減らし、安全な社会
を築くため、安管事業所から地域へと交通安全の輪を広
げる取り組みを進めましょう！ 
 

◎ 実施期間  

令和７年１２月１５日（月）～同年１２月２４日（水） 

◎ スローガン 

  「飲む前に 車じゃないよね？ 再確認」 

◎ 重点 

○ 飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶 

○ 歩行者の安全な道路横断方法の実践と反射材の着用促進 

○ 高齢運転者の交通事故防止 

◎ 特別広報 

  「横断歩道「止まらんば運動」」及び 

「安全横断「手のひら運動」」の推進 

◎ 実施要綱 

  次ページ参照 










